
上　様　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　

契約概要
（ご契約提案書）

低解約返戻金特則付

積立利率変動型終身保険

　この「契約概要」は、ご契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いた
だきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・
ご了解の上、お申込みいただきますようお願いいたします。
　契約概要に記載しております、主契約または特約に関する制限事項等については、
「ご検討に際してご留意いただきたい点」を必ずご確認ください。

作　成　日：平成19年05月27日

取扱代理店：㈱エージェントサポートネット

担　当　者：永嶋　元

住　　　所：〒-

　

Ｔ　Ｅ　Ｌ：

：Ｅ-Ｍail

：ＵＲＬ

AX-07030218



ご契約者： 上　様　様

被 保 険 者 上　様　様 性別 男性 計算基準日 平成19年06月01日

生 年 月 日 38歳 作　成　日 平成19年05月27日

1.販売名称
　 低解約返戻金特則付

　積立利率変動型終身保険

2.主契約の特長
万一の保障を終身にわたり確保できる商品です。また、市場金利の動向によって、毎月、積立利

率を見直しますので、積立利率が予定利率を上回ったときは増加保険金が発生します。

3.ご契約内容　　  

契約 保険種類 保険金額等 保険期間 払込期間 払込方法 保険料

主 低解返特則付積立利率変動型終身保険 1,000万円 終身 48歳 月払/口振 51,180円 

初回保険料 51,180円 ※低解約返戻金特則付積立利率変動型終身保険の保険料払込期間中の基本保険金部分の解約

返戻金は「積立利率変動型終身保険」の70%となっています。

4.保障内容(初年度)

 (1)病気で死亡したとき  1,000万円   

 (2)災害で死亡したとき  1,000万円   



5.仕組図

  ◆死亡・高度障害の場合の保障額

 1,000万円

   低解返特則付積立利率変動型終身保険  1,000万円

38歳 終身 

現在(38歳) 

保険料払込期間

48歳

※積立利率変動型終身保険につきましては、積立利率が 1.75% で保険期間中一定で推移したと仮定して表示しています。

　積立利率 1.75% は最低保証されています。



6.給付内容 ※お客様ご自身の契約内容は申込書の控えまたは保険証券をご参照ください。
ご提案

プラン
主契約・特約 お支払いする場合(支払事由) 保険金・給付金等 お支払いできない場合

 積立利率変動型終身保険
○

 平準定期保険特約

 優良体平準定期保険特約

 (※2)

×

 収入保障特約(※7)

 優良体収入保障特約

 (※2)(※7)

×

 特定疾病保障定期保険特約
×

 配偶者定期保険特約

×

 災害割増特約
×

 傷害特約(※4)

×

 災害入院特約(01)(※4)
×

 疾病入院特約(01)(※4)

×

 リビング・ニーズ特約

 (※6)×

 災害退院後療養特約(01)

 (※4)×

 疾病退院後療養特約(01)

 (※4)×

 成人病保障特約(01)
×

 女性医療特約(01)
×

 心臓・脳血管障害割増特約
×

 特定疾病保険料払込免除特約
×

 死亡または所定の高度障害状態に該当し

 たとき

 死亡または所定の高度障害状態に該当し

 たとき

 死亡または所定の高度障害状態に該当し

 たとき

 死亡または所定の高度障害状態または所

 定の特定疾病に該当したとき

 死亡または所定の高度障害状態に該当し

 たとき

 

 

 

 不慮の事故(※3)または所定の感染症で死

 亡・所定の高度障害状態に該当したとき

 不慮の事故(※3)または所定の感染症で死

 亡したとき

 不慮の事故(※3)で所定の身体障害状態に

 該当したとき

 不慮の事故(※3)で継続2日以上の所定の

 入院をしたとき

 疾病で継続2日以上の所定の入院をしたと

 き

 疾病または不慮の事故による所定の手術

 をしたとき(※5)

 余命6か月以内と判断されたとき

 災害入院特約(01)の入院給付金が支払わ

 れる入院日数が15日以上となる入院後生

 存退院したとき

 疾病入院特約(01)の入院給付金が支払わ

 れる入院日数が15日以上となる入院後生

 存退院したとき

 所定の成人病で継続2日以上の所定の入院

 をしたとき

 所定の女性特定疾病で継続2日以上の所定

 の入院をしたとき

 所定の心疾患・脳血管疾患で死亡・所定

 の高度障害状態に該当したとき

 所定の特定疾病により所定の状態になっ

 たとき

 死亡保険金

 高度障害保険金

 特約死亡保険金

 特約高度障害保険金

 特約遺族年金

 特約高度障害年金

 特約死亡保険金・特約特定疾病保険金・

 特約高度障害保険金

 特約死亡保険金

 特約高度障害保険金

 

 

 

 災害死亡保険金

 災害高度障害保険金

 災害死亡保険金

 障害給付金

 (災害死亡保険金額の10～100％)

 入院給付金

 ＝入院給付金日額×入院日数

 入院給付金

 ＝入院給付金日額×入院日数

 手術給付金

 (手術の種類に応じて)

 ＝入院給付金日額×10,20,40

 特定状態保険金

 災害療養給付金

 ＝基本災害療養給付金額×10

 疾病療養給付金

 ＝基本疾病療養給付金額×10

 入院給付金

 ＝入院給付金日額×入院日数

 入院給付金

 ＝入院給付金日額×入院日数

 特約死亡保険金

 特約高度障害保険金

―

 つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき

 【死亡保険金(特約死亡保険金・特約遺族年金)の

 とき】

 ①責任開始期(または復活日)から起算して3年以内

 の被保険者の自殺

 ②ご契約者または死亡保険金(特約死亡保険金・特

 約遺族年金)受取人(配偶者定期保険特約のときは主

 契約の被保険者)の故意

 ③戦争その他の変乱(※1)

 【高度障害保険金(特約高度障害保険金・特約高

 度障害年金)のとき】

 ①ご契約者または被保険者(配偶者定期保険特約の

 ときは主契約の被保険者または特約の被保険者)の

 故意

 ②戦争その他の変乱(※1)

 つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき

 ①ご契約者、被保険者もしくは主契約の被保険者の

 故意または重大な過失

 ②被保険者の犯罪行為

 ③被保険者の精神障害を原因とする事故

 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運

 転している間に生じた事故

 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれ

 に相当する運転をしている間に生じた事故

 ⑦地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱

 (※1)

 【災害死亡保険金のときは上記①～⑦に加えて】

 ○災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失

 【疾病入院給付金・手術給付金のときは上記①～

 ⑦に加えて】

 ○被保険者の薬物依存

 つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき

 ・ご契約者または被保険者の故意

 ・戦争その他の変乱(※1)

―

(※1)戦争その他の変乱についてその該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、

 　  その程度に応じ、保険金または給付金の全額もしくは一部をお支払いします。

(※2)優良体平準定期保険特約および優良体収入保障特約は、健康状態等に関して、弊社所定の基準により「優良体」または

 　  「非喫煙者優良体」と認められる方を被保険者の対象とします。

(※3)不慮の事故を原因とする保険金・給付金は事故の日を含めて180日以内に所定の事由に該当されたときにお支払いします。

(※4)傷害特約、災害入院特約(01)、疾病入院特約(01)、災害退院後療養特約(01)および疾病退院後療養特約(01)における家

 　  族型の子は満年齢20歳未満の者が対象となります。

(※5)所定の手術とは、疾病入院特約(01)条項に定める手術をいいます。なお、同時に2種類以上の手術を受けたときは、

 　  もっとも給付倍率の高い手術についてのみ手術給付金をお支払いします。

(※6)リビング・ニーズ特約について、特約の保険期間満了までの期間が1年以内の場合は、保険金のお受取りができません。

 　  (特約が更新されるときを除きます。)なお、特定状態保険金のお支払いは1回限りとします。

(※7)収入保障特約または優良体収入保障特約について「特定疾病診断給付金特則」が適用された場合には、所定の特定疾病

 　  により所定の状態になったときに特定疾病診断給付金をお支払いします。



7.ご検討に際してご留意いただきたい点
　パンフレット・ご提案設計書等に記載のお支払いする場合の制限事項は、概要や代表例を示しています。お支払いする場合の
　詳細や制限事項等については「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、ご確認ください。

　【保険料払込免除について】
　○被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保
　　険料払込期間中に所定の身体障害の状態になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。

　【積立利率変動型終身保険の積立金と積立利率について】
　○「積立金」とは、将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てた部分をいい、積立利率を付けて積み立て
　　ます。
　○「積立利率」とは積立金に付利する利率のことをいいます。この積立利率は毎月1日（毎月の契約応当日）に更改され、更改
　　された利率を1か月間、積立金に付利して積立金を増加させます。
　○積立利率の設定に際しては、予定利率（1.75％）が最低保証されます。
　○ご契約者に対しては、過去12か月間の積立利率を年1回お知らせいたします。

　【積立利率変動型終身保険の増加保険金について】
　○「増加保険金額」とは、ご契約の際に定められた保険金額（基本保険金額）とは別に、前月末日の積立金をもとにして、毎
　　月1日に計算される保険金額のことをいいます。
　○増加保険金額は積立金の増加に応じて、その保険金額と発生時期が変動しますが、前月に計算された増加保険金額を下回る
　　ことはありません。
　○死亡・高度障害状態に該当されたときに、増加保険金がある場合には、基本保険金額に増加保険金額を加えた金額をお支払
　　いします。
　○ご契約者に対して、年単位の契約応当日における増加保険金額を年1回お知らせいたします。

　【契約者配当金について】
　○この保険契約については契約者配当金はありません。

　【指定代理請求人特約について】
　○指定代理請求人特約を付加した場合、被保険者が受取人となる給付金や保険金などを請求できない特別な事情があるときは、
　　指定代理請求人が、給付金や保険金などを請求することができます。

　（社）生命保険協会「生命保険相談所」では、生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。
　（ホームページアドレス：http://www.seiho.or.jp/）また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として
　1ケ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のための公正な機関
　として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

引受保険会社　　あいおい生命保険株式会社
本社　〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1-28-1　TEL 03（5420）0101

生命保険のお手続きやご契約に関する照会につきましては0120-568-390（お客様サービスセンター）へご連絡ください。



 解約返戻金の推移
ご契約者
被 保 険者
生 年 月日
性 別

設 基 日
作 成 日
計 準

上　様 様
上　様 様
38歳
男性

平成19年06月01日
平成19年05月27日

支払保険料累計と解約返戻金の推移グラフ

（万円）

保険料累計 解約返戻金
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解約返戻金推移 (金額単位：万円)

保険

年度
年齢 保険料累計 解約返戻金 解約返戻率

保険

年度
年齢 保険料累計 解約返戻金 解約返戻率

1 39 61.4 31.4 51.2%

2 40 122.8 74.1 60.4%

3 41 184.2 117.5 63.8%

4 42 245.7 161.6 65.8%

5 43 307.1 206.5 67.3%

6 44 368.5 252.1 68.4%

7 45 429.9 298.5 69.4%

8 46 491.3 345.8 70.4%

9 47 552.7 393.8 71.3%

10 48 614.2 442.8 72.1%

11 49 614.2 640.8 104.3%

12 50 614.2 648.7 105.6%

13 51 614.2 656.8 106.9%

14 52 614.2 664.8 108.3%

15 53 614.2 672.9 109.6%

16 54 614.2 681.1 110.9%

17 55 614.2 689.3 112.2%

18 56 614.2 697.5 113.6%

19 57 614.2 705.8 114.9%

20 58 614.2 714.1 116.3%

22 60 614.2 730.9 119.0%

24 62 614.2 747.9 121.8%

26 64 614.2 765.0 124.6%

28 66 614.2 782.0 127.3%

30 68 614.2 798.7 130.1%

32 70 614.2 815.0 132.7%

34 72 614.2 831.1 135.3%

36 74 614.2 846.8 137.9%

38 76 614.2 862.1 140.4%

40 78 614.2 876.7 142.8%

42 80 614.2 890.7 145.0%

44 82 614.2 903.9 147.2%

46 84 614.2 916.2 149.2%

48 86 614.2 927.5 151.0%

50 88 614.2 937.8 152.7%

52 90 614.2 947.0 154.2%

54 92 614.2 955.2 155.5%

56 94 614.2 962.3 156.7%

60 98 614.2 973.5 158.5%

61 99 614.2 975.7 158.9%

※保険年度とは、契約日からつぎの年単位の契約応当日前日までの満１か年を第１保険年度といい、以下順次第２保険年度、

　第３保険年度・・・・となります。

※支払保険料累計と解約返戻金は、当該保険年度の最終日の値を表しています。なお、解約返戻金をお受け取りいただいた場合には、以後

　の保障はなくなります。

※低解約返戻金特則付積立利率変動型終身保険の保険料払込期間中の基本保険金部分の解約返戻金は「積立利率変動型終身保険」の70％と

　なっています。また、主契約の保険料払込期間満了日の翌日の解約返戻金は6,335,641円です。

※解約返戻金なし型の主契約および特約は保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

※解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の契約については、その経過年月数

　により計算します。




